別紙３（様式第１号関連）
予  算  明  細  書
                                             　　　　　　　    （単位：円）
	経費区分
　(1)
	補助事業に要する経費⑵
	
積算明細　⑶
	発注先
(所在地)
⑷
	補助対象
経　 費
  ⑸
	補助金交
付申請額
  ⑹

	[①商品試作・改良]

	
	
	
	
	

	[②デザイン開発]

	
	
	
	
	

	[③商品開発の評価・求評]

	
	
	
	
	

	
合計
	
	

	

	

	



　「留意事項」
(1)　予算明細書は、収支予算書の支出の明細書となるので、次の①～③の経費区分ごとに、委託費　　
などの明細を記載する。
①商品の試作・改良、②デザイン開発・改良、③商品の開発・改良等の評価・求評
(2) 「補助事業に要する経費」とは、事業に必要な経費をいい、ここでは数量に単価等を乗じ、消費税及び地方消費税を加算した金額をいいます。
(3)　積算明細は、名称＝単価×数量×消費税の形で記載してください
(4)　委託費のうち補助対象にすることができるものはやむを得ない事情があるものとして事前に機構が認めた場合を除き、県内事業者に限ります。
　　委託費の県外への発注を予定している場合は、「発注先（所在地）」欄に、企業名と所在地は県、市町村まで記入するとともに、別紙４（様式第１号関連）「県外発注理由書」に必要事項を記載の上、予算明細書とあわせて提出してください。
(5) 「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうちで、消費税及び地方消費税を控除した補助の対象となる経費をいいます。
(6)「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうち、補助金の交付を希望する額で、その限度は「補助対象経費」に別に定める補助率を乗じた金額が上限となります。また、算出した「補助金交付申請額」に千円の位未満に端数がある場合は、切り捨ててください。
（例）＜補助対象経費＞　＜補助率＞　  ＜端数切捨て＞　　＜補助金交付申請額＞
　   　５００，０００円　×　２／３　=　３３３，３３３円　→ ３３３，０００円
　　※端数切捨ては、経費区分毎に行って下さい。
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